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   参考資料の配付について 

  

 このことについて，下記のとおり資料を配付しますので，よろしくお願

いいたします。 

  

                記 

 

○ 高潮ハザードマップの作成・配布について 

 

 

 

 

（総務部災害対策課） 



高潮ハザードマップの作成・配布について 

 

 

１ 経 過 

令和３年５月の水防法（昭和 24年法律第 193号）改正に伴い，「高潮浸水想定区域」

の指定対象が拡大され，これまで指定対象とされていなかった海岸のうち，周辺に住

宅等の防護対象のあるものが指定対象区域に追加された。 

道内では，令和４年３月に根室市が初めて指定されており，本市域内においても，

令和７年６月に新たに「高潮浸水想定区域」が指定されたところである。 

 

 

２ 高潮浸水想定区域について 

「高潮浸水想定区域」は，想定し得る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に，

浸水が想定される区域を都道府県知事が指定するものである。 

北海道では，水防法の規定に基づき「高潮浸水想定区域」を指定し，公表している。 

 

※高潮浸水想定区域の北海道のホームページアドレス

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/sbs/takashio.html 

 

 

３ 高潮ハザードマップの作成・配布等について 

 市では，水防法の規定に基づき高潮ハザードマップを作成し，市民の災害に対する

危機意識の醸成を図るため，浸水想定区域内の世帯や企業，避難確保計画の作成など

が必要となる社会福祉施設・学校・医療施設等に高潮ハザードマップを配布するほか，

市ホームページや出前講座なども活用しながら，高潮浸水想定区域について市民周知

を進めていく予定である。 

 

※高潮ハザードマップの本市ホームページアドレス 

   https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20260227000541/ 






